
●
電
話
予
約
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

・
予
約
期
間
／
2
月
5
日
（
木
）
～
3
月

11
日
（
水
）
の
平
日
9
時
～
12
時
・
13

時
～
16
時

☎
0
8
0
‐
2
7
8
0
‐
4
0
9
9

☎
0
8
0
‐
8
5
8
3
‐
3
4
4
0

☎
0
8
0
‐
9
5
5
5
‐
7
4
6
3

※
事
前
予
約
を
せ
ず
に
来
庁
さ
れ
て
も
、

受
付
窓
口
で
の
先
着
案
内
や
整
理
券
配

布
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

※
清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室
で
の
申
告
相

談
は
、
従
来
ど
お
り
先
着
順
案
内
と
な

り
ま
す
の
で
、
予
約
は
不
要
で
す
。

詳
し
く
は
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

確
定
申
告
期
限
の
お
知
ら
せ

●
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
16
日
（
月
）

●
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）
の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
31
日

（
火
）

●
贈
与
税
の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
16
日

（
月
）

問

湯
浅
税
務
署
　
☎
6
3
‐
5
3
5
1

診
療
月
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
発
送
時
期
／
2
月
中
旬

●
掲
載
す
る
診
療
月
／
前
年
1
月
～
12
月

※
医
療
費
通
知
は
、
税
申
告
の
際
の
医
療

費
控
除
の
申
告
手
続
き
で
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
代
わ
り
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
医
療
費
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
己

負
担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
と
、
実

際
に
ご
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

は
、
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
7
3
‐
4
2
8
‐
6
6
8
8

税 
金

◆
◆
◆

税
務
課（
吉
備
庁
舎
）で
の
確
定

申
告
の
相
談
は
予
約
が
必
要
で
す

●
申
告
相
談
日
／
2
月
10
日
（
火
）
～
3

月
13
日
（
金
）
の
平
日
お
よ
び
3
月
8

日
（
日
）

●
予
約
時
間
枠
／
9
時
～
12
時
・
13
時
～

16
時
（
1
枠
30
分
）

●
オ
ン
ラ
イ
ン
予
約
／

下
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

保 

険

◆
◆
◆

介
護
保
険
に
関
す
る
証
の
色
が

変
わ
り
ま
す

令
和
8
年
（
2
0
2
6
年
）
2
月
24

日
（
火
）
以
降
、
次
の
証
の
色
が
変
わ
り

ま
す
。

●
介
護
保
険
被
保
険
者
証
／
う
ぐ
い
す
色

→
桃
色

●
介
護
保
険
負
担
割
合
証
／
桃
色
→
ク

リ
ー
ム
色

●
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
／
薄
だ

い
だ
い
色
→
も
え
ぎ
色
（
黄
緑
色
）

●
対
象
者

・
2
月
24
日
（
火
）
以
降
に
新
し
く
証
を

発
行
さ
れ
る
方

・
新
し
く
介
護
認
定
を
受
け
る
方（
新
規
・

更
新
・
変
更
申
請
者
）

こ
れ
ま
で
の
証
は
、
今
ま
で
ど
お
り
使

用
で
き
ま
す
。
証
の
色
を
変
え
る
手
続
き

（
再
発
行
）
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問

長
寿
支
援
課
（
金
屋
庁
舎
）

医 

療

◆
◆
◆

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
の
皆
さ
ま
へ

2
月
中
旬
に
医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

被
保
険
者
の
方
が
医
療
を
受
け
た
状
況

を
確
認
で
き
る
よ
う
、
受
診
さ
れ
た
医
療

機
関
な
ど
を
一
覧
に
し
た
医
療
費
通
知
を

送
付
し
ま
す
。
発
送
時
期
・
対
象
と
な
る

お知らせお知らせ
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